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受益者の皆様へ 

野村アセットマネジメント株式会社 

 

「野村新中国株投資」信託期間終了に伴う留意点について 

 

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は弊社の投資信託に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

さて、弊社運用の投資信託「野村新中国株投資」（以下、当ファンド）は、2018年 10月 25日をもちま

して信託期間を終了いたします。 

 

当ファンドの信託期間終了に伴い、ご留意点がございます。 

当ファンドは、「野村中国株式（除く A 株）マザーファンド」および｢ノムラ新中国 A 株マザーファン

ド｣を通じて、中国 A株を含む中国の株式（上海証券取引所に上場する上海 A株・上海 B株、深セン証券

取引所に上場する深セン A 株・深セン B 株および香港取引決済所に上場する株式）に投資を行なってお

ります。当該 A 株市場の制度上、中国 A 株に関しては、個別銘柄の売買を最大 6 ヵ月程度停止すること

が可能である為、当ファンドが投資を行なう銘柄が売買停止になる可能性が排除できない状況にありま

す。つきましては、円滑な信託期間終了の為、当ファンドの主要投資対象の一つである「ノムラ新中国 A

株マザーファンド」において、信託期間終了 6ヵ月前となる 2018年 4月下旬以降、中国 A株への新規投

資を行なわず、信託期間終了時の円滑な償還金の支払いに向けて早期の資金化を図ることを予定してお

ります。「野村中国株式（除く A株）マザーファンド」につきましても償還に向けての対応を順次行なう

予定です。 

 

何卒ご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 

謹白 

＜ご参考～当ファンド 目論見書の「投資方針」より＞ 

・「野村中国株式（除く A株）マザーファンド」および「ノムラ新中国 A株マザーファンド」をマザーフ

ァンドとするファミリーファンド方式で運用します。 

・マザーファンドの合計の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。各マザーファン

ドへの配分比率（「基本配分比率」といいます。）は、中国 A株市場の制度、市場規模、流動性等を勘案の

うえ決定します。 

なお、当面は「ノムラ新中国 A 株マザーファンド」の配分比率を、概ね 20％～40％程度の範囲内とし

ます。 

ただし、ファンドの残存期間によっては「ノムラ新中国 A株マザーファンド」の配分比率を引き下げる

こと、もしくは投資を行なわないことがあります。 


